
平
成
元
年
自
治
省
令
第
二
号

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
別
表
第
一
及
び
同
令
別
表
第
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
物
質
及
び
数
量
を
指

定
す
る
省
令

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
別
表
第
一
及
び
同
令
別
表
第
二
の
規
定
に

基
づ
き
、
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
別
表
第
一
及
び
同
令
別
表
第
二
の
自
治
省
令
で
定
め
る
物
質
及
び
数
量
を

指
定
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
別
表
第
一
の
総
務
省
令
で
定
め
る
物
質
及
び
数
量
）

第
一
条
　
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
総
務
省
令
で
定
め
る
物
質
は
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
物
質
と
し
、
同
令
別
表
第
一
の
下
欄
に
定
め
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
量
は
、
次
の
表
の
下
欄
に
定

め
る
数
量
と
す
る
。

（
一
）
　
塩
化
ホ
ス
ホ
リ
ル
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

三〇キログラム

（
二
）
　
五
塩
化
り
ん
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
三
）
　
三
塩
化
ほ
う
素
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
四
）
　
三
塩
化
り
ん
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
五
）
　
三
ふ
っ
化
ほ
う
素
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
六
）
　
シ
ア
ン
化
水
素
を
含
有
す
る
製
剤

（
七
）
　
シ
ア
ン
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
含
有
す
る
製
剤

（
八
）
　
シ
ア
ン
化
亜
鉛
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
九
）
　
シ
ア
ン
化
カ
リ
ウ
ム
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
十
）
　
シ
ア
ン
化
銀
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
十
一
）
　
シ
ア
ン
化
第
一
金
カ
リ
ウ
ム
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
十
二
）
　
シ
ア
ン
化
第
一
銅
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
十
三
）
　
シ
ア
ン
化
第
二
水
銀
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
十
四
）
　
シ
ア
ン
化
銅
酸
カ
リ
ウ
ム
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
十
五
）
　
シ
ア
ン
化
銅
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
十
六
）
　
二
・
三―

ジ
シ
ア
ノ―

一
・
四―

ジ
チ
ア
ア
ン
ト
ラ
キ
ノ
ン
（
別
名
ジ
チ
ア
ノ
ン
）
及
び
こ
れ
を
含

有
す
る
製
剤
（
二
・
三―

ジ
シ
ア
ノ―

一
・
四―

ジ
チ
ア
ア
ン
ト
ラ
キ
ノ
ン
五
〇
％
以
下
を
含
有
す
る
も
の
を

除
く
。
）

（
十
七
）
　
塩
化
第
二
水
銀
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
十
八
）
　
酸
化
第
二
水
銀
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
（
酸
化
第
二
水
銀
五
％
以
下
を
含
有
す
る
も
の
を
除

く
。
）

（
十
九
）
　
硫
セ
レ
ン
化
カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
二
十
）
　
亜
ひ
酸
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
二
十
一
）
　
三
塩
化
ひ
素
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
二
十
二
）
　
ひ
化
水
素
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
二
十
三
）
　
ひ
酸
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
二
十
四
）
　
ふ
っ
化
水
素
を
含
有
す
る
製
剤

（
二
十
五
）
　
ヘ
キ
サ
キ
ス
（β

・β
―

ジ
メ
チ
ル
フ
エ
ネ
チ
ル
）
ジ
ス
タ
ン
ノ
キ
サ
ン
（
別
名
酸
化
フ
エ
ン
ブ

タ
ス
ズ
）
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
二
十
六
）
　
ホ
ス
ゲ
ン
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
二
十
七
）
　
メ
チ
ル
メ
ル
カ
プ
タ
ン
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
二
十
八
）
　
モ
ノ
フ
ル
オ
ー
ル
酢
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
二
十
九
）
　
り
ん
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
と
そ
の
分
解
促
進
剤
と
を
含
有
す
る
製
剤

（
三
十
）
　
り
ん
化
水
素
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
別
表
第
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
物
質
及
び
数
量
）

第
二
条
　
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
総
務
省
令
で
定
め
る
物
質
は
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
物
質
と
し
、
同
令
別
表
第
二
の
下
欄
に
定
め
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
量
は
、
次
の
表
の
下
欄
に
定

め
る
数
量
と
す
る
。

（
一
）
　
塩
化
亜
鉛

二〇〇キログラム

（
二
）
　
酢
酸
亜
鉛

（
三
）
　
硫
酸
亜
鉛

（
四
）
　
り
ん
酸
亜
鉛

（
五
）
　
ア
ク
リ
ル
ア
ミ
ド
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
六
）
　
五
塩
化
ア
ン
チ
モ
ン
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
七
）
　
三
酸
化
ア
ン
チ
モ
ン

（
八
）
　
酒
石
酸
ア
ン
チ
モ
ニ
ル
カ
リ
ウ
ム
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
九
）
　
ア
ン
モ
ニ
ア
を
含
有
す
る
製
剤
（
ア
ン
モ
ニ
ア
三
〇
％
以
下
を
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

（
十
）
　
一
水
素
二
ふ
っ
化
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
十
一
）
　
エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
十
二
）
　
塩
化
水
素
を
含
有
す
る
製
剤
（
塩
化
水
素
三
六
％
以
下
を
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

（
十
三
）
　
塩
素

（
十
四
）
　
オ
キ
シ
三
塩
化
バ
ナ
ジ
ウ
ム
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
十
五
）
　
酸
化
カ
ド
ミ
ウ
ム

（
十
六
）
　
硝
酸
カ
ド
ミ
ウ
ム

（
十
七
）
　
硫
化
カ
ド
ミ
ウ
ム

（
十
八
）
　
ク
ロ
ム
酸
亜
鉛
カ
リ
ウ
ム
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
十
九
）
　
ク
ロ
ム
酸
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
二
十
）
　
ク
ロ
ム
酸
鉛
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
（
ク
ロ
ム
酸
鉛
七
〇
％
以
下
を
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

（
二
十
一
）
　
四
塩
基
性
ク
ロ
ム
酸
亜
鉛
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
二
十
二
）
　
ク
ロ
ル
ピ
ク
リ
ン
を
含
有
す
る
製
剤

（
二
十
三
）
　
ク
ロ
ル
メ
チ
ル
を
含
有
す
る
製
剤
（
容
量
三
〇
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
容
器
に
収
め
ら
れ
た
殺

虫
剤
で
あ
っ
て
、
ク
ロ
ル
メ
チ
ル
五
〇
％
以
下
を
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

（
二
十
四
）
　
ク
ロ
ロ
ア
セ
チ
ル
ク
ロ
ラ
イ
ド
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
二
十
五
）
　
二―
ク
ロ
ロ
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
二
十
六
）
　
け
い
ふ
っ
化
水
素
酸
を
含
有
す
る
製
剤

（
二
十
七
）
　
け
い
ふ
っ
化
カ
リ
ウ
ム
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
二
十
八
）
　
け
い
ふ
っ
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
二
十
九
）
　
け
い
ふ
っ
化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

1



（
三
十
）
　
五
酸
化
バ
ナ
ジ
ウ
ム
（
溶
融
し
た
五
酸
化
バ
ナ
ジ
ウ
ム
を
固
形
化
し
た
も
の
を
除
く
。
）
及
び
こ
れ
を

含
有
す
る
製
剤
（
五
酸
化
バ
ナ
ジ
ウ
ム
（
溶
融
し
た
五
酸
化
バ
ナ
ジ
ウ
ム
を
固
形
化
し
た
も
の
を
除
く
。
）
一

〇
％
以
下
を
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

（
三
十
一
）
　
三
塩
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
三
十
二
）
　
シ
ア
ナ
ミ
ド
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
（
シ
ア
ナ
ミ
ド
一
〇
％
以
下
を
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

（
三
十
三
）
　
二
・
三―

ジ
シ
ア
ノ―

一
・
四―

ジ
チ
ア
ア
ン
ト
ラ
キ
ノ
ン
（
別
名
ジ
チ
ア
ノ
ン
）
五
〇
％
以
下

を
含
有
す
る
製
剤

（
三
十
四
）
　
四
塩
化
炭
素
を
含
有
す
る
製
剤

（
三
十
五
）
　
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
（
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
五
〇
％
以
下
を
含
有
す
る
も

の
を
除
く
。
）

（
三
十
六
）
　
塩
化
第
一
す
ず

（
三
十
七
）
　
塩
化
第
二
す
ず

（
三
十
八
）
　
硫
酸
第
一
す
ず

（
三
十
九
）
　
塩
化
第
一
銅

（
四
十
）
　
塩
化
第
二
銅

（
四
十
一
）
　
硫
酸
銅

（
四
十
二
）
　
一
酸
化
鉛

（
四
十
三
）
　
塩
基
性
け
い
酸
鉛

（
四
十
四
）
　
け
い
酸
鉛

（
四
十
五
）
　
酢
酸
鉛

（
四
十
六
）
　
三
塩
基
性
硫
酸
鉛

（
四
十
七
）
　
シ
ア
ナ
ミ
ド
鉛

（
四
十
八
）
　
ス
テ
ア
リ
ン
酸
鉛

（
四
十
九
）
　
鉛
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

（
五
十
）
　
二
塩
基
性
亜
硫
酸
鉛

（
五
十
一
）
　
二
塩
基
性
亜
り
ん
酸
鉛

（
五
十
二
）
　
二
塩
基
性
ス
テ
ア
リ
ン
酸
鉛

（
五
十
三
）
　
二
酸
化
鉛

（
五
十
四
）
　
塩
化
バ
リ
ウ
ム

（
五
十
五
）
　
カ
ル
ボ
ン
酸
の
バ
リ
ウ
ム
塩

（
五
十
六
）
　
水
酸
化
バ
リ
ウ
ム

（
五
十
七
）
　
炭
酸
バ
リ
ウ
ム

（
五
十
八
）
　
チ
タ
ン
酸
バ
リ
ウ
ム

（
五
十
九
）
　
ふ
っ
化
バ
リ
ウ
ム

（
六
十
）
　
メ
タ
ホ
ウ
酸
バ
リ
ウ
ム

（
六
十
一
）
　
ピ
ロ
カ
テ
コ
ー
ル
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
六
十
二
）
　
オ
ル
ト
フ
ェ
ニ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン

（
六
十
三
）
　
メ
タ
フ
ェ
ニ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン

（
六
十
四
）
　
ブ
ロ
ム
水
素
を
含
有
す
る
製
剤

（
六
十
五
）
　
ブ
ロ
ム
メ
チ
ル
を
含
有
す
る
製
剤

（
六
十
六
）
　
一―

ブ
ロ
モ―

三―

ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
六
十
七
）
　
ほ
う
ふ
っ
化
水
素
酸

（
六
十
八
）
　
ほ
う
ふ
っ
化
カ
リ
ウ
ム

（
六
十
九
）
　
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
を
含
有
す
る
製
剤
（
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
一
％
以
下
を
含
有
す
る
も
の
を
除

く
。
）

（
七
十
）
　
メ
タ
バ
ナ
ジ
ン
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
（
メ
タ
バ
ナ
ジ
ン
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

〇
・
〇
一
％
以
下
を
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

（
七
十
一
）
　
二―

メ
チ
リ
デ
ン
ブ
タ
ン
二
酸
（
別
名
メ
チ
レ
ン
コ
ハ
ク
酸
）
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
七
十
二
）
　
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
（
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
四
〇
％
以
下
を
含
有
す
る
も
の
を

除
く
。
）

（
七
十
三
）
　
四―

メ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
（
四―

メ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
ス
ル

ホ
ン
酸
五
％
以
下
を
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

（
七
十
四
）
　
硫
酸
を
含
有
す
る
製
剤
（
硫
酸
六
〇
％
以
下
を
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

（
七
十
五
）
　
り
ん
化
亜
鉛
を
含
有
す
る
製
剤
（
り
ん
化
亜
鉛
一
％
以
下
を
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
年
五
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
消
防
法
施
行
令
別
表
第
一
の
二
及
び
同
令
別
表
第
一
の
三
の
自
治
省
令
で
定
め
る
物
及
び
数
量
を
指
定
す
る
省

令
（
昭
和
五
十
六
年
自
治
省
令
第
十
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
八
日
自
治
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
六
日
自
治
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
一
四
日
自
治
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
二
一
日
総
務
省
令
第
一
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
七
月
四
日
総
務
省
令
第
七
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
七
月
一
七
日
総
務
省
令
第
六
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
八
月
八
日
総
務
省
令
第
八
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
六
月
二
七
日
総
務
省
令
第
四
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
五
月
二
九
日
総
務
省
令
第
五
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
八
月
一
日
総
務
省
令
第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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